
国民年金
だより
問い合わせ先

市民課　☎40-5556
栃木年金事務所
☎0282-22-6074、4134

■「
平
成
26
年
分
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の

扶
養
親
族
等
申
告
書
」の
提
出
に
つ
い
て

○
申
告
書
の
提
出
が
必
要
な
方

　

所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
る
方
は
、次
の

金
額
の
老
齢
年
金
を
受
け
取
ら
れ
た
方
で
、

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

1
．65
歳
未
満
の
方
は
1
0
8
万
円
以
上

2
．65
歳
以
上
の
方
は
1
5
8
万
円
以
上

　

老
齢
年
金（
※
）に
は
、所
得
税
法
に
よ

り
、「
雑
所
得
」と
し
て
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
が
か
か
り
ま
す
。

　

な
お
、障
害
年
金
、遺
族
年
金
に
は
税
金

は
か
か
り
ま
せ
ん
。

　

※
老
齢
年
金
と
は
、老
齢
ま
た
は
退
職
を

支
給
事
由
と
す
る
年
金
を
い
い
ま
す
。

○
申
告
書
を
提
出
し
な
い
と
…

　
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」を
提
出
さ
れ
な

い
場
合
は
、各
種
控
除
が
受
け
ら
れ
な
い
だ

け
で
な
く
、源
泉
徴
収
税
率
も
異
な
り
ま

す
。

○
申
告
書
の
提
出
は
お
早
め
に
！

　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
申
告
書
を
提
出
し

て
い
た
だ
い
た
場
合
で
も
さ
か
の
ぼ
っ
て

源
泉
徴
収
税
額
を
計
算
し
直
し
ま
す
が
、早

め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
申
告
書
を
紛
失
等
し
た
場
合
に

　
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」を
棄
損
ま
た
は

紛
失
さ
れ
た
方
は
、日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
す
る
事
が
で
き
ま
す

の
で
、必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、封
筒
に

入
れ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
で
は
お
預
か
り
等
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

提
出
先

　

〒
1
6
8
―
8
5
0
5

　
　

東
京
都
杉
並
区

　
　
　
　
　

高
井
戸
西
3
丁
目
5
番
24
号

　
　

日
本
年
金
機
構　

宛

■
扶
養
親
族
等
申
告
書
の
送
付
に
つ
い
て

　

日
本
年
金
機
構
は
、毎
年
、所
得
税
の
課

税
対
象
と
な
る
方
に
、「
扶
養
親
族
等
申
告

書（
は
が
き
形
式
）」を
お
送
り
し
て
い
ま

す
。

　

平
成
26
年
分
は
、平
成
25
年
10
月
22
日
よ

り
順
次
お
送
り
し
て
お
り
ま
す
。

■
平
成
25
年
10
月
分
か
ら
の
年
金
額
の
改

定
に
つ
い
て

　

平
成
25
年
9
月
分
ま
で
の
年
金
額
は
、平

成
12
年
度
か
ら
14
年
度
に
か
け
て
、物
価
が

下
落
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、年
金
額
を
据

え
置
い
た
こ
と
で
、本
来
の
水
準
よ
り
も

2
．5
％
高
い
水
準
（
特
例
水
準
）と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

平
成
24
年
の
法
律
改
正
で
、平
成
25
年
10

月
、平
成
26
年
4
月
お
よ
び
平
成
27
年
4
月

に
段
階
的
に
特
例
水
準
を
解
消
す
る
こ
と

に
よ
り
、年
金
財
政
の
改
善
を
図
る
と
と
も

に
、将
来
の
受
給
者
と
な
る
若
い
世
代
に
も

考
慮
し
て
、世
代
間
の
公
平
を
図
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、平
成
25
年
10
月
分
以
降
と
し

て
お
支
払
す
る
年
金
額
は
、4
月
か
ら
9
月

ま
で
の
額
か
ら
、マ
イ
ナ
ス
1
．0
％
の
改

定
が
行
わ
れ
ま
す
。

○
今
後
の
解
消
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
予
定
）

　

平
成
26
年
4
月
マ
イ
ナ
ス
1
．0
％

　

平
成
27
年
4
月
マ
イ
ナ
ス
0
．5
％

（
物
価
・
賃
金
が
上
昇
し
た
場
合
に
は
、引

下
げ
幅
は
縮
小
し
ま
す
。）

○
受
給
額
の
変
更
例

　

国
民
年
金
を
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
全
額

納
付
し
、65
歳
か
ら
受
給
し
始
め
た
方
の
場

合
　

平
成
25
年
9
月
分
ま
で

　
　
（
年
額
）7
8
6
，5
0
0
円

　

平
成
25
年
10
月
分
か
ら

　
　
（
年
額
）7
7
8
，5
0
0
円

■
扶
養
親
族
等
申
告
書
及
び

　

年
金
の
受
給
額
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
先

･
栃
木
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
　

0
2
8
2
―
2
2
―
4
1
3
4

･
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
　

0
5
7
0
―
0
5
―
1
1
6
5

　
（
0
5
0
ま
た
は
0
7
0
か
ら
始
ま
る
電

　

話
か
ら
か
け
る
場
合
は
0
3
―
6
7
0
0

　

1
1
6
5
）

　

受
付
時
間

○
月
曜
日

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時

○
火
〜
金
曜
日

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

○
第
2
土
曜
日

　

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時

･
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
、火
曜
日
に
午

　

後
7
時
ま
で
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

･
祝
日
、12
月
29
日
〜
1
月
3
日
は
ご
利
用

　

い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
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